
バス運転士等確保支援事業費補助金交付要綱 

新　　旧　　対　　照　　表 

 
新 旧

 令和８年度　高知県バス運転士等確保支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第２条　（略） 

 

第３条 

（第１号　略） 

(２)　運転士　主たる業務としてバス、路面電車又は鉄道の運転に従

事するものをいう。 

（第３号　略） 

(４)　採用移住者　補助事業者が令和８年度に運転士又は空港グラン

ドハンドリングスタッフとして新たに採用する高知県外からの移住

者であって、別表第２に掲げる要件を全て満たすものをいう。 

（第５号～第８号　略) 

 

第４条～第１５条　（略） 

 

附　則 

１　この要綱は、令和６年６月 21 日から施行し、同年４月１日から適 

用する。 

２　この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、

第７条、第９条及び第 12 条から第 14 条までの規定は、同日以降も

なおその効力を有する。 

附　則 

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年度　高知県バス運転士等確保支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第２条　（略） 

 

第３条 

（第１号　略） 

(２)　運転士　主たる業務としてバス又は路面電車の運転に従事する

ものをいう。 

（第３号　略） 

(４)　採用移住者　補助事業者が令和７年度に運転士又は空港グラン

ドハンドリングスタッフとして新たに採用する高知県外からの移住

者であって、別表第２に掲げる要件を全て満たすものをいう。 

（第５号～第８号　略） 

 

第４条～第１５条　（略） 

 

附　則 

１　この要綱は、令和６年６月 21 日から施行し、同年４月１日から適 

用する。 

２　この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、 

第７条、第９条及び第 12 条から第 14 条の規定は、同日以降もなお 

その効力を有する。 

附　則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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 別表第１（第３条関係） 

 

別表第２（第３条関係） 

 

別表第３（第３条関係） 

 

 

別表第１（第３条関係） 

 

 
 
別表第２（第３条関係）　 

 
 
別表第３（第３条関係） 

 

 

 

 補助事業者 定義

 乗合バス事業者 県内に本社を置き、道路運送法（昭和 26 年法律第

183 号）第３条第１号（イ）に基づく一般乗合旅

客自動車運送事業を営む者であって、市町村を跨

ぐ広域的路線を運行する交通事業者

 軌道事業者 県内に本社を置き、軌道法（大正 10 年法律第 76

号）に基づく運送事業を営む交通事業者

 鉄道事業者 県内に本社を置き、鉄道事業法（昭和 61 年法律第

92 号）に基づく鉄道事業を営む交通事業者

 空港グランドハンドリング事業者 高知龍馬空港の地上支援業務を受託する事業者

 

採用移住者 
の条件

次の各号に掲げる事項の全てに該当すること。 
（１）雇用の日が県外から高知県への移住の日より１年以内であるこ 

と。 
（２）暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でな 

いこと。 
（３）就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を 

担う職務を務めている補助事業者への就業でないこと。 
（４）週 20 時間以上の雇用契約に基づいて就業していること。 
（５）採用日（最初の雇用契約日）が令和８年度であること。 
（６）雇用された補助事業者に、補助金の申請日から５年以上継続して 

勤務する意思を有していること。 
（７）県税の滞納がないこと。 
（８）転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の 

雇用であること。

 従事する業務 経験者加算金の条件

 運転士（バス） 大型自動車第二種運転免許を保有

 運転士（軌道） 乙種電気車運転免許を保有

 運転士（鉄道） 甲種内燃車運転免許を保有

 空港グランドハンドリング １年以上の業務経験あり

 補助事業者 定義

 乗合バス事業者 県内に本社を置き、道路運送法（昭和 26 年法律第

183 号）第３条第１号（イ）に基づく一般乗合旅

客自動車運送事業を営む者であって、市町村を跨

ぐ広域的路線を運行する交通事業者

 軌道事業者 県内に本社を置き、軌道法（大正 10 年法律第 76

号）に基づく運送事業を営む交通事業者

 空港グランドハンドリング事業者 高知龍馬空港の地上支援業務を受託する事業者

 

採用移住者 
の条件

次の各号に掲げる事項の全てに該当すること。 
（１）雇用の日が県外から高知県への移住の日より１年以内であるこ 

と。 
（２）暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でな 

いこと。 
（３）就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を 

担う職務を務めている補助事業者への就業でないこと。 
（４）週 20 時間以上の雇用契約に基づいて就業していること。 
（５）採用日（最初の雇用契約日）が令和７年度であること。 
（６）雇用された補助事業者に、補助金の申請日から５年以上継続して 

勤務する意思を有していること。 
（７）県税の滞納がないこと。 
（８）転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の 

雇用であること。

 従事する業務 経験者加算金の条件

 運転士（バス） 大型自動車第二種運転免許を保有

 運転士（軌道） 乙種電気車運転免許を保有

 空港グランドハンドリング １年以上の業務経験あり



 別表第４（第４条関係） 

 

 

別表第４（第４条関係） 

 

 補助対象事業

及び 
補助対象経費

補助率 
（上限額）

備考

 

移住支援金

 
1/2 

世帯での移住の 
場合 50 万円、 
単身での移住の 
場合 30 万円

１.令和９年３月 15 日までに採用移住者に支給され 
たものを補助対象とする。 

２.下記のいずれかに該当する場合は補助対象外と 
する。 

①採用移住者が、「高知県地方創生移住支援事

業」に基づく、移住支援金の受給要件を満た

す場合 
②採 用 移住 者が 過去 に 受給者 とな って い る。　

③採用移住者が過去に受給者の同一世帯の者と　 
なっている。

 
経験者加算金

1/2 
（25 万円）

令和９年３月 15 日までに採用移住者に支給された

ものを補助対象とする。

 補助対象事業

及び 
補助対象経費

補助率 
（上限額）

備考

 

移住支援金

 
1/2 

世帯での移住の 
場合 50 万円、 
単身での移住の 
場合 30 万円

１.令和８年３月 15 日までに採用移住者に支給され 
たものを補助対象とする。 

２.下記のいずれかに該当する場合は補助対象外と 
する。 

①採用移住者が、「高知県地方創生移住支援事

業」に基づく、移住支援金の受給要件を満たす

場合 
②採用移住者が過去に受給者となっている。　 
③採用移住者が過去に受給者の同一世帯の者と　 
なっている。

 
経験者加算金

1/2 
（25 万円）

令和８年３月 15 日までに採用移住者に支給された

ものを補助対象とする。
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